
 

委託契約書 
 

 

１．委託業務の名称 「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」 

 

２．契約金額     金、 ＊，０００，０００円  

（契約条項第３条に定める消費税及び地方消費税を除く） 

 

なお、契約金額は概算契約における上限額であり、契約金額の確定は契約条

項第１８条第２項によるものとする。 

 

３．契約期間     令和＊年＊月＊日（予定）から令和＊年＊月＊日までとする。 

 

上記の契約について、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、「甲」という。）と※※※※※

※（以下、「乙」という。）とは、契約条項並びに特記事項に基づき、契約を締結する。 

本契約の証として本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和＊年＊月＊日（予定） 

 

 

甲  東京都港区虎ノ門三丁目５番１号 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

分任契約担当役 

財務部長  ＊＊ ＊＊ 

 

乙  東京都＃＃＃区＃＃＃丁目＃番＃号 

株式会社 ※※※※※※ 

代表取締役   ＊ ＊ ＊ ＊ 

  



 

契 約 条 項 

（適用） 

第１条 この契約条項は、頭書の業務に係る委託契約に適用するものとし、当事者は信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。 

 

（契約保証金） 

第２条 契約保証金は免除する。  

 

（消費税及び地方消費税） 

第３条 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28条第１項及び第 29条並びに地方税法第 72条の 82及

び第 72条の 83の規定に基づき算出した額とする。 

 

（委託業務実施計画書の提出） 

第４条 乙は、この契約の締結後１４日以内に、別添委託要領に基づき、業務の具体的な実施方法及び実施

体制並びに支出計画を記載した委託業務実施計画書を作成して甲に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

 

（委託業務実施計画書の変更等による契約変更） 

第５条 乙は第４条に定める委託業務実施計画書に記載された内容の主要部分の変更をするときは、あらか

じめ、甲に委託業務実施計画変更申請書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業内容の軽

微な変更の場合については、この限りではない。 

 

（契約の変更） 

第６条 甲は必要がある場合は、この契約内容を変更することができる。 

２ 前項の場合において、契約金額を変更する必要があるときは甲乙協議し、これを定めるものとする。 

 

（委託業務の実施） 

第７条 乙は第 4条により承認を受けた委託業務実施計画書及び甲の指示に従って、当該委託業務を実施し

なければならない。 

２ 委託業務実施計画書が変更されたときも同様とする。 

 

（機密保持） 

第８条 乙はこの契約の実施によって知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。 

２ 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。 

 

（個人情報等の取扱い） 

第９条 乙は、甲から預託された個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項及び第２項に規定する個人情報をいう。）及

び行政機関等匿名加工情報等（個人情報保護法第１１９条に規定する行政機関等匿名加工情報等を

いう。）（以下「個人情報等」という。）については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わな

ければならない。 

２ 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとと

もに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を

当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければ



 

ならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合に

ついても同様とする（以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を

「再委託先」という。）。 

３ 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第１により作成した個人情報等取

扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条

件を付すことができる。 

４ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限

りでない。 

（１）甲から預託された個人情報等を第三者（前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。）に

提供し、又はその内容を知らせること。 

（２）甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的（特に明示がない場合は本契約

の目的）の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 

（３）委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的（特に

明示がない場合は本契約の目的）の範囲を超えて使用すること。 

５ 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び

実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書

面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適

切な管理（再委託先による管理を含む。）のために必要な措置を講じなければならない。また、乙

は、契約内容の遵守状況及び委託先（再委託先を含む。）における個人情報等の取扱い状況につい

て、甲に定期的に報告しなければならない。 

６ 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙（再委託先があるときは再委託先を含

む。）の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査を

させ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合に

は、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 

７ 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子

媒体（これらの複製を含む。）が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却

等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第２により作成し

た返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、

乙はその指示に従うものとする。 

８ 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実

を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講

ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人（個人情報等

により識別されることとなる特定の個人）への対応等について直ちに報告しなければならない。ま

た、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うもの

とする。 

９ 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情

報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指

示に従うものとする。 

１０ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等（甲から

預託された個人情報等を含む。）の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があっ

た場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項

その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為（再委託先による違反行

為を含む。）に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。 

１１ 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取

得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後

であっても、なおその効力を有する。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１０条 乙は、この契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。 



 

２ 乙は甲に引き渡す前の物件に質権その他の担保物件を設定してはならない。 

 

（知的財産等の使用） 

第１１条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの（以下「知的財産権等」とい

う。）を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（著作権等の取扱い） 

第１２条 乙は、納入物に係る著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。）その他の知的財産

権等及び所有権（乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。）を甲に無

償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみな

す。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。 

２ 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が

乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 

 

（帳簿等の整備） 

第１３条 乙は、当該業務に要した経費について帳簿を備え、これに支出額を記載し、その出納を明らかに

しておかなければならない。 

２ 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならな

い。 

（１）委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等 

（２）前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した日数または時間を証明するに足る帳簿等 

３ 乙は、前二項の帳簿等を当該委託業務が完了した日の属する事業年度の翌事業年度から５ヵ年間保存し

なければならない。 

 

（再委託） 

第１４条 乙は、この契約の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、契約の一部において、当該再

委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）第４条に定める委託業務実施計画書における履行体制図に定めるものである場合。 

（２）乙が再委託をする業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業にお

いて効率化が図られると見込まれるなど、合理的な理由及び選定のもと書面にて報告を行い、甲の承認

を得たものである場合。 

２ 乙が、この契約の一部を第三者に委託した場合においてもそれによる第三者の行為については、乙は甲

に対し責任を負うものとする。 

３ 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定し

なければならない 

 

（委託業務完了の報告） 

第１５条 乙は、委託業務が完了したときは、完了の日の翌日から５日又は契約期間の末日のいずれか早い

日までに委託業務完了通知書（以下「完了通知書」という。）及び別添委託要領に記載した納入物件を甲

に提出しなければならない。 

 

（検査） 



 

第１６条 甲は、完了通知書、納入物件を受理したときは、その日から 10日以内の日（期間の末日が休日の

場合はその翌日）までに、完了した委託業務が本契約に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務

の完了を確認しなければならない。 

２ 甲は、前項の検査を行うため、その他必要があるときは甲の指定する者（以下「検査職員」という。を

乙の事業所等（乙がこの契約の一部を委託した乙以外の者の事業所を含む。以下同じ。）に派遣し、立入

り検査を行わせることができるものとする。 

３ 前項の検査を行う場合において、検査職員は必要に応じ乙に対してその業務又は経理の状況について質

問し、物件、帳簿及び支出内容を証する書類を検査し、又は参考となる報告若しくは資料の提出を求める

ことができるものとする。 

 

（経費使用明細書の提出） 

第１７条 乙は、第１５条の完了通知書等の提出期限内に甲の指示する証拠書類の写を添付して、委託業務

経費使用明細書（以下「経費使用明細書」という。）を甲に提出しなければならない。 

２ 経費使用明細書は、委託業務実施計画書に記載された支出計画書の内訳に基づいて作成するものとす

る。 

 

（契約金額の確定） 

第１８条 甲は、第１６条の検査の結果、委託業務の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

は、経費使用明細書に基づいて委託費の額を確定し、乙に通知するものとする。 

２ 前項の確定額は、当該業務に要する経費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額とする。 

 

（委託費の請求及び支払） 

第１９条 乙は、前条の通知を受けた後に、支払請求書を提出する。 

甲は、前項により支払請求書を受理した日から起算して 30日以内（以下「約定期間」という。）支払を行わ

なければならない。 

甲は乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由

を明示して、その請求書を乙に返付することができるものとする。この場合、当該請求書を返付した日か

ら甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第２０条 甲が前条第 2項に定める約定期間内に委託費の支払をしないときは、天災その他やむを得ない事

由による場合を除き、約定期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、その支払

金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第八条第一項

の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和二十四年十二月大蔵省公示第九百九十一

号）で計算した額を遅延利息として支払わなければならない。 

 

（違約金） 

第２１条 乙は天災その他やむを得ない事由によらないで、契約期間内に契約業務を履行しないときは契約

期間満了の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に対して年利２．５パ－セントの割合で計

算した額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 

（契約不適合責任） 



 

第２２条 は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適

合しない（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相 当の期間を定めて催告し、その契約不

適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。  

２ 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の

事実を知った時から１年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡

した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでな

い。  

３ 乙が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又

は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能

であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完が

なされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第１項の催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第１項の催告をすることなく、乙の負担

において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 

 

（甲の解除権） 

第２３条 甲は、次の各号の一つに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完

了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。 

（２）乙が正当な事由なく解約を申出たとき。 

（３）本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。 

（４）前各号に定めるもののほか、乙が本契約(特記事項を含む）の規定に違反したとき。 

２ 甲は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、乙に対し損害賠償を請求することがで

きる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っている

ときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 

 

（乙の解除権） 

第２４条 乙は甲が本契約（特記事項含む）の規程に違反したことにより、この契約の実施が不可能になっ

たときは、契約を解除することができる。 

２ 前項により契約を解除した場合は、前条第 2項の規定を準用する。 

 

（中途解約等） 

第２５条 甲は、本契約の期間中において監督官庁の査定等の不測の事情により本業務が縮小又は廃止され

ることとなった場合には、本契約を変更又は中途解約することができる。 

２ 甲は、前項により本契約の変更又は中途解約の申し入れをするときは、変更又は中途解約する日の２ヶ

月前までに、書面をもって乙に通知しなければならない。 

３ 乙は、前２項により本契約が変更又は中途解約となったときは、これにより生じた損害の賠償を甲に請

求しない。 

 

（再検査等） 

第２６条 乙は、第１６条による完了検査を終了した後において、新たに不正行為又は虚偽の報告をなした

ことその他一定の事実が判明した場合には、甲の行う再検査又は会計検査院の行う会計検査に係る現地調

査を受け入れ、必要書類を提出する等協力するものとする。 



 

 

（故意又は重過失による過払いがある場合の措置） 

第２７条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してそ

の事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。 

２ 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、

甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなけれ

ばならない。 

３ 甲は、必要と認める場合には、第１項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと

認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額

につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年２．５パーセントの

割合により計算した利息を付すことができる。 

 

（甲による契約の公表） 

第２８条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意

する。 

 

（その他） 

第２９条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議し、書面にてこれを定めるものと

する。 

２ 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。  



 

特 記 事 項 

 

（納品物の作成） 

第１条 乙は、納品物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成

１２年法律第１００号）第６条第１項の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本

方針による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、仕様上に指定のある場合にあって

は、別に指示する様式により印刷物基準実績報告書を前項の納品物とともに甲に提出しなければならな

い。 

 

（談合等の不正行為による契約の解除） 

第２条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

１ 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号

のいずれかに該当することとなったとき 

（１）独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき 

（２）独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき 

（３）独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき 

２ 本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき 

３ 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第

４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき 

 

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出） 

第３条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のい

ずれかの写しを甲に提出しなければならない。 

（１）独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書 

（２）独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書 

（３）独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書 

 

（談合等の不正行為による損害の賠償） 

第４条 乙が、本契約に関し、第２条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに

かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契

約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する金額（そ

の金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）

として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者

であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表

者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 

４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲が

その超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 

５ 乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期

間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した金額の遅延利

息を甲に支払わなければならない。 

 

（反社会的勢力の場合の契約の解除等） 

第５条 甲は、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、中小企業基盤整備機

構反社会的勢力対応規程（規程第２２第３７号）第２条に規定する反社会的勢力に該当 することが判明

したときは、本契約を解除することができる。 

２ 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、か

つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約

金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００



 

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指定

する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

４ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者

であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表

者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 

５ 第２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲が

その超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 

６ 乙が、第２項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期

間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した金額の遅延利

息を甲に支払わなければならない。 

 

  



 

（様式第１） 

                                                      

年 月 日 

 

  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

（分任）契約担当役 殿 

 

                                                 住          所 

                                                 名     称 

                          代 表 者 氏 名 

 

 

個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書 

 

 

契約書第９条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名等 

契約締結日  

契約件名  

 

 

２．実施体制図（契約書第４条に定める委託業務実施計画書の履行体制に準じて作成すること。ただし、第１４条第

１項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。） 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

３．取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等 

取扱業務の再委託先の氏

名又は名称（注） 

取扱業務の再委託

先の住所 

再委託する理由 個人情報等の内容 再委託する業務の

概要 

     

 

（注）再委託先が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をい

う。）である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。 

 

４．再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期（報告予定時期を記載。） 

 

※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 

個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。 

（この申請書の提出時期：個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。） 

 

  



 

（様式第２） 

 

                  

年月日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

（分任）契約担当役 殿 

 

住     所 

     名     称 

     代 表 者 氏 名 

 

 

返却又は廃棄等報告書 

 

 

 契約書第９条第７項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名等 

契約締結日  

契約件名  

 

 

 

２．返却又は廃棄等の方法 

NO 資料名 媒体 返却・廃棄 

の別 

個人情報

等の有無 

返却・廃棄の方法 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 

（この報告書の提出時期：資料の返却又は廃棄等後、速やかに。） 

 

 

 


